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１．事業のねらい 

作業療法士（以下「OT」という。）の役割は、高齢者をはじめ障害者や子どもなど、すべての

住民が本来持っている能力を最大限発揮し、生きがいや役割をもって自分らしい生活が送れるよ

う支援することにありますが、ICF の視点を踏まえたアプローチ不足や、急増傾向にある経験の

若い OT に対する人材育成（卒後教育など）不足といった課題により、支援技術の質の低下が懸

念されています。 

 

また、国においては、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができ

るよう、「地域包括ケアシステム」の構築を掲げており、これまでの当事者と専門職間の個別サー

ビスの関係から、さらにその個人を取り巻く関係者間のネットワークや地域づくりに専門職が関

与していくことが期待されています。さらに国策として介護現場への介護ロボットの導入促進が

取り組まれており、OT の得意とする現場ニーズを開発へ活かすことが期待されています。 

 

このため、日本作業療法士協会（以下「協会」という。）としては、当事者の生活や地域の取り

組み、用具等の開発に積極的に関わっていける OT の育成を支援するため、「生活行為工夫情報モ

デル事業」を実施し、その成果や事業の在り方等について検討を行なっています。 

本事業は、高齢者や障害者をはじめ生活行為に不自由さを感じているすべての住民が、自ら有

する能力を発揮し自分らしい生活を継続することができるよう、当事者や関係者に対して生活行

為の課題解決に向けた工夫情報（以下「生活行為工夫情報」という。）を提供するとともに、身近

な地域で OT による相談が受けられる体制づくりを実施するための基盤づくりを行うことを目的

としています。 

 

事業実施における効果
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２．生活行為工夫情報とは 

OT は心身機能の評価と機能訓練指導に基づき、高齢者や障害者等が日常の生活行為を行いやす

い環境を整えるための支援を行っています。支援の内容としては、「心身機能のトレーニングによ

り当事者の能力を向上させる」「生活行為の動作・方法を工夫する」「用具の調整・整備を行う」

「住環境の調整・整備を行う」という 4 つの方向性が挙げられます。 

このうち、心身機能のトレーニングを除いた 3 つの支援を総称して「生活環境支援」と呼称す

ることとしました。 

 

生活環境支援の内容 

 

 

 「生活環境支援」はそれぞれの OT の技術ですが、それを文章やイラスト、画像などを用いて

表現し、OT をはじめ医療・介護などの関係者が理解できるように取りまとめたものを「生活行為

工夫情報」としています。 
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３．手引きの位置づけと使い方 

「生活環境支援」についての協会の取り組みの一つに、本事業による生活行為工夫情報の収

集・活用があります。 

これは生活行為の改善に役立つ身近な用具の利用法や動作方法の工夫など、生活行為に関する

工夫情報を収集し、OT をはじめ、医療・介護などの関係者が当事者や地域、用具等の開発に関わ

る際にその情報を活用できる仕組みの構築を行うものです。 

 

本手引きでは、生活行為工夫情報の収集・活用の仕組みの構築に参画する OT の皆さんを対象

に、生活行為工夫情報の投稿・活用を行っていただく際の手順や留意点を解説します。 

皆さんの知りたいことに応じて、該当する箇所をご覧ください。 

 

なお、皆さんが生活行為工夫情報の投稿・活用を行う際は、本手引きのほか、「福祉用具相談支

援システム利用規約」、「福祉用具相談支援システム投稿規定」も併せて確認してください。 
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４．投稿及び活用時のマナー ～必ずご確認ください～ 

生活行為工夫情報の収集・活用は、協会が運営する「福祉用具相談支援システム」上で行ってい

ます。福祉用具相談支援システムを利用する方は、「福祉用具相談システム利用規約」に同意して頂

いた上で、アカウントを作成する必要があります。 

また、本システム上で、生活行為工夫情報をはじめとした投稿を行う際は、「福祉用具相談システ

ム投稿規定」に同意して頂く必要があります。 

 

（１）福祉用具相談システム利用規約の概要 

福祉用具相談システム利用規約には、セキュリティを確保するためのユーザー登録方法や、登録

情報の取扱（著作権や所有、管理、利用）、利用時の禁止事項、システムを運営する当協会の免責事

項などが記載されています。 

特にご留意いただきたいのは以下の点です。 

 

登録情報の著作権（第 11 条） 

登録ユーザーは、自らが投稿した情報について、その全ての著作財産権（著作権法第 21 条～

第 28 条に定める諸権利）を当協会に譲渡するとともに、著作者人格権（著作権法第 18 条～第

20 条に定める諸権利）を行使しないものとします。 

 

⇒皆さんが投稿した情報は、本事業の趣旨に照らして、当協会が作成する資料やパンフレット

などに掲載される可能性があります。これは当協会の他事業でも同様で、「法人著作権に関す

る規定」に明記されています。 

登録ユーザーによる登録情報の利用（第 14 条） 

登録ユーザーが、当システムが公開している情報を、当協会の倫理綱領、作業療法士の職業

倫理指針に照らし合わせ、予見可能性に留意した上で使用することについては、これを許可す

るものとします。ただし、登録ユーザー（閲覧者）が当システムに公開されている情報を基に第

三者に提供したことによる事故等による傷病や紛争については、提供した登録ユーザーの責任

において解決するものとし、当協会及び当システム、その他の利用者は一切の責任を負わない

ものとします 。 

 

⇒他のユーザーが投稿した情報を利用する際は、当協会の倫理綱領、作業療法士の職業倫理指

針に照らし合わせ、予見可能性に留意した上で自らの責任においてご使用ください。 

禁止事項（第 15 条) 

(2)第三者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号、個人が特定される画像等の個人情報およ

び承諾を得ていない個人のプライバシーに関する事項を記載すること 

 

⇒当事者や支援者などの個人情報や個人のプライバシーの取り扱いには、十分に留意してくだ

さい。 
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（２）福祉用具相談システム投稿規定の概要 

福祉用具相談システム投稿規定には、投稿にあたって遵守すべき事項（個人情報の扱いや予見義

務の遂行など）、システムを運営する当協会の免責事項などが記載されています。 

福祉用具相談システム利用規約で指摘した留意点を除いて、特にご留意いただきたいのは以下の

点です。 

 

予見義務の遂行 

4 利用過程・作製過程等においてその取扱いや安全面に伴い予見される事項（怪我や事故につ

ながる恐れ）については、投稿フォームの「利用上の留意点」及び「備考」に必ず記入をお願い

します。 

 

⇒OT として、利用者の状態等によって取扱いや安全面に伴い予見される事項は、他の登録ユー

ザーが閲覧時に確認できるよう、必ず記入してください。 

加筆修正等の依頼 

9 投稿いただいた工夫情報は、その情報の正確性を期すため、システム運営事務局より、内容

についての加筆修正等を依頼することがあります。また、内容によっては、工夫情報の登録を

拒否あるいは削除する場合があります。 

 

⇒他の登録ユーザーが閲覧するという点から、投稿いただいた工夫情報に関してシステム運営

事務局より不明点などの確認や加筆修正等を依頼する場合がありますので、ご対応をお願い

します。 
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５．ユーザー登録の方法 

福祉用具相談支援システムの利用にあたっては、セキュリティ確保のために、アカウントの作

成が必要です。アカウントを作成できるのは日本作業療法士協会の正会員です。 

 福祉用具相談支援システムを利用されたことのない方は、「５．ユーザー登録の方法」に従って

ご登録下さい。すでにアカウントをお持ちの方は、「６．事例の登録について」にお進みくださ

い。  

 

 

１）インターネットにて、「福祉用具相談支援システム」と検索するか、以下の HP アドレスを入

力してください。（スマートフォンにも対応しています） 

 福祉用具相談支援システム HP：https://www.jaot.info/ 
 

２）「初めてのご利用の方はコチラ（新規利用登録）」ボタンをクリックしてください。 

 

 
  

クリック 
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３）初回ログイン ID とパスワードを入力します。 

以下のログイン ID とパスワードを入力し登録画面に進みます。登録完了後は個別のログイン

ID＆パスワードになります。 

ログイン ID：yokaot   パスワード：otot 

 

 
 

※本システムは、（一社）日本作業療法士協会の会員で、協会員が所属する都道府県作業療法

士会が本システムに参加している場合に限り利用することができます。 

 

４）利用規約に同意して申請をクリックします。 

 

 

  

①入力 

②クリック 

①同意にチェック 

②クリック 
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５）利用者登録画面に入力します（すべて必須項目）。 

 入力後、「確認画面へ進む」をクリックします。 

 

６）本登録案内メールが届きます 

 利用者登録を完了した後、登録したメールアドレスに、本登録案内のメールが届きます。 

メールに記載されているアドレスから、確認用 HP にアクセスすることで、本登録が完了しま

すので、必ず実行してください。（仮登録の状態では、福祉用具相談支援システムへのログイン

ができません） 

※仮登録メールが届かない場合は、お手数ですが事務局へ問い合わせを行ってください。 

問い合わせ先は、「８．問い合わせ窓口」に記載しています。 

 

 福祉用具相談支援システムの 
ログイン ID は、「OT 協会会員番号」です。 

 

パスワードは、「メールアドレス」です。 
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６．事例の投稿について 

（１）事例公開の仕組み 

        

 

 

１）仮登録 

 ご自身の事例について、投稿フォームに沿って情報を入力しましょう。詳細は、次頁の「（２）

事例の投稿手順」をご確認ください。 

 もし、記載途中に保存したい場合は「一時保存」機能をご利用ください。 

※「仮登録」の段階では、事例はシステム上で公開されていません。 

 

２）内容確認 

「仮登録」が行われた後、士会の運営委員・協力員（日本作業療法士協会委嘱者等）が記載内

容の確認を行います。 

 

３）修正依頼 

記載内容について不足等がある場合、士会の運営委員・協力員（以下「担当者」と言う。）から

投稿者に対して修正・加筆の依頼がありますのでご対応ください。 

 

４）公開登録 

「２内容確認」及び「３修正依頼」を経て事例の記載内容の確認が終了した後、担当者が事例

の公開登録を行います。この手続きが完了した時点で、事例情報がシステム上で公開されます。 

  

投稿者 

（一時保存） 

1)仮登録 
運営委員・協力員 

事例公開 

2)内容確認  

3)修正依頼  

4)公開登録  



10 

（２）事例の投稿手順 

１）福祉用具相談支援システム HP にログインし、トップページから「モデル事業」のタブをク

リックします。 

 

 

２）初めて投稿する方は、サンプルページに掲載している「参考事例」をご覧ください。 

 

○○県作業療法士会：○○○○ 

ログインした方

の名前が表示さ

れます 

クリック 

○○県作業療法士会：○○○○ 
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３）「新規登録」をクリック 

 
 

４）これから、Ｑ１からＱ７の項目に沿って情報を入力していきます。「登録をはじめる」をクリ

ックすると、入力フォームに移動します。 

※記述項目には、記入例を掲示していますので、参考にしてください。 

 
クリック 
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入力後にページ下にある「次へ」のボタンをクリックすると、次の入力フォームに移動しま

す。また、入力を途中で中断する場合は、各入力フォームの終わりにある「一時保存」ボタン

をクリックしてください。（修正は何度でも行えます） 

ページの上部にあるタグをクリックすると、各入力フォームに移動します。「check」タグ

は、各入力フォームで記入した内容を一覧で確認することができます。 

 

 
 

５）全て入力を完了した後、入力内容を確認するページが表示されます。内容及び投稿規定を確

認した上で、「はい」にチェックして、「仮登録」をクリックしてください。 

 ※「一時保存」では事例が正式に登録されていない状態です。事例の記入を完了した後は、

必ず「仮登録」を行ってください。 

 

 

①チェック 

クリック 

＝ 途中省略 ＝ 

 

タグをクリックすると、各入力

フォームに移動します。 

＝ 途中省略 ＝ 
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６）「仮登録」を行った後、「登録完了メール」が所定のメール（ユーザー登録時に記載したメー

ルアドレス）に送付されます。 

 数時間経ってもメールが届かない場合は、登録が正常に行われていない可能性がありますの

で、システム担当者にお問い合わせください。 

登録された事例については、「生活の工夫事例一覧」ページにおいて確認することができます。 

 
 
７）全ての事例の登録を終えたら、メニューバーにある「アンケート」より、「生活行為工夫情報

アンケート」への記入をお願い致します。 
 トップページにあるアンケートアイコンをクリックして、メニューの中から「生活行為工夫情

報アンケート」を選択し、アンケート記入を行っても良いです。 
 ※アンケートメニューにある「相談終了後アンケート」は利用しないでください。 

 〔メニューバーからアンケートを行う場合〕 

 

絞込み検索機能の「自分の投

稿」にチェックを入れ、絞込み

検索を実行すると、自分の投

稿記事を確認できます。 

クリック 

○○県作業療法士会：○○○○ 

○○県作業療法士会：○○○○ 
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 〔トップページのアンケートアイコンからアンケートを行う場合〕 

 

 

 
 

 

  

クリック 

こちらは利用しない 
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（３）事例の記入方法 

① 事例記入フォーム 

事例については、前述の通りＱ１からＱ７の項目に沿って情報を入力していきますが、最

終的には下記の表形式で整理されます。 

また、仮登録を行った後に事例を確認する場合や修正する場合は、このような表形式で確

認・修正することとなります。 

★←必須入力項目 

 

  

表題★（内容が分かるように簡潔明瞭に） ○○で困っている○○の方に○○を用いた（工夫した）事例 

事例概要★ 

以下の流れで概要を記入する。 

【疾患・障害状況】 ○○の状態の人が、 

【動作・活動・参加の制限】 ○○のことで困っているので、 

【動作の方法や用具を用いた工夫】 ○○を○○のように用いる（す

る）ことを提案し、 

【達成度】 当事者が実践したところ、その動作ができるように（や

りやすく）なった。 

疾患★  

心身機能・構造の特徴  

疾患・障害の種別 ※１（番号より選択）★  

活動の種類 ※２（番号より選択）★  

活動・参加の制限の特徴  

用具の種類 ※３（番号より選択）★  

工夫したポイント★  

利用上の留意点 ★（注意点、デメリット等）  

用具の説明★ （どのような用具なのかの用具の説明や作り方、活用場面など） 

画 像 

用具の外観★  タイトル 

つくり方  タイトル 

活用場面  タイトル 

使用した製品 

商品名（材料名）・メーカ

ー名★ 
 

入手先  

価格  

利用者の声★ 用具の使用前と後の使い勝手、使用頻度、改善してほしい点等 

備 考  
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※１ 疾患・障害の種別 

疾患等分類 

No. 大項目 小項目 

1 

骨関節系疾患 

関節リウマチ 

2 変形性関節症 

3 脊椎・脊髄疾患 

4 骨折、脱臼、靭帯損傷 

5 切断 

6 その他 

7 

中枢神経系疾患 

脳血管障害 

8 パーキンソン病 

9 脳腫瘍 

10 筋萎縮性側索硬化症 

11 脊髄小脳変性症 

12 脊髄損傷 

13 高次脳機能障害 

14 その他 

15 

神経筋系疾患 

筋ジストロフィー 

16 末梢神経損傷 

17 その他 

18 

内部疾患（循環・呼吸・代謝） 

虚血性心疾患 

19 閉塞性肺疾患 COPD 

20 糖尿病 

21 腎機能障害 

22 その他 

23 

感覚器疾患 

視覚障害 

24 聴覚障害 

25 その他 

26 

運動発達系疾患 

脳性まひ 

27 重症心身障害 

28 二分脊椎 

29 その他 

30 

精神心理系疾患 

統合失調症 

31 知的障害 

32 自閉スペクトラム症 

33 発達性協調運動障害（DCD） 

34 ADHD 

35 てんかん 

36 その他 

37 

高齢期疾患 

認知症 

38 廃用症候群 

39 運動器不安定症 

40 その他 

41 その他の疾患 その他 
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 ※２ 活動の種類 

① ADL a 食事 b 排泄 c 入浴 d 整容 e 更衣 f ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（ｺｰﾙ含む） 
      g 就寝 h 起居 i 移動 j その他（具体的記述欄を含む） 
② IADL a 買い物 b 料理 c 洗濯 d 掃除 e 金銭管理 f 服薬管理 

g 自動車 h 電車・バスなどの公共交通機関 i その他（具体的記述欄を含む） 
③ 就労 
④ 教育 
⑤ 余暇（レクリエーション・ゲーム・外出・旅行を含む） 
⑥ 介助用（移乗・見守りなど） 
⑦ その他（具体的記述欄を含む） 

 

 ※３ 用具の種別 

① 市販品：身近な店（通販を含む）で購入できる一般製品 
② 改良品：障害者等がより便利に使用できるよう一般製品を改良したもの 
③ 個別製作品：障害特性に合わせて個別に製作したもの 
④ 開発品：ＯＴがアイデアを提供し製品化されたもの 
⑤ その他：上記に含まれないもの 

 

② 記入項目の解説 

《Ｑ１ 生活行為の課題に関して》 

  Q1-(1). 生活行為（活動・参加）の種類 

対象とした生活行為（活動・参加）の種類をチェックしてください。複数選択することも

できます。「その他」にチェックを入れた場合は、その内容を記入してください。 

 

  Q1-(2). 生活行為（活動・参加）の困難部分 

対象とした生活行為（活動・参加）の困りごとの内容（遂行方法や環境面）を記載ください。 

 

 

◯手先が不器用で、上手く線を引くことができないため、勉強がしづらくなっている。 

◯片麻痺のため、化粧水を付けようとしても片手では難しく、夫に手伝ってもらわなければ

ならないことがつらかった。 

 

 

《Ｑ２ 疾患及び心身機能・身体構造に関して》 

  Q2-(1). 対象者の主たる疾患名・障害名 

対象者の主たる疾患名・障害名を記入してください。 

複数の疾患・障害がある場合は、用具の使用目的がどの疾患を補完するために使用してい

るかを考慮して、主たるものを記入してください。 

 

 

〇関節リウマチ 

〇デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

〇発達性協調運動症 

記入例 

記入例 
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  Q2-(2). 疾患・障害の種類 

対象者の疾患・障害の種類を選択してください。３つまで選択することができます。 

 

  Q2-(3). 心身機能・身体構造の特徴 

生活行為の困難さに影響していた心身機能・身体構造の特徴を記入してください。 

 

 

〇両腕は動くが、遠くの位置まで伸ばすことが出来ない。手指の細やかな運動が行えない。 

手で物を把持することが出来ない。 

〇高次脳機能障害により、記憶障害（物忘れ）が生じており、情報が多いと混乱しやすい。

服薬したかどうか、どれを飲めば良いのかが分かりづらい。 

 

 

《Ｑ３ 工夫情報に用いた用具に関して》 

  Q3-(1). 用具の種類 

今回の工夫で使用した用具について、該当する項目（市販品、改良品、個別製作品、開発

品、その他）を選択してください。 

市販品・・・身近な店（通販を含む）で購入できる一般製品を利用して、特に改良を加え

ることなく用いたもの。 

改良品・・・市販品に改良を加え、当事者が活用できるように調整したもの。 

個別製作品・・・当事者の障害特性に合わせて個別に製作したもの 

開発品・・・ＯＴがアイデアを提供し製品化されたもの 

 

  Q3-(2). 用具の画像 

用具の画像をアップロードしてください。画像については、その用具がどのようなものな

のか、またどのように作成し活用するのかなどを視覚的に判断できる重要な要素です。この

ため、「用具の外観」、「用具のつくり方」、「活用場面」に分けて、その用具の状況が分かるよ

うにできるだけ登録してください。 

画像登録後、説明欄が表示されるので、登録した画像が何を閉めているのかを記入してく

ださい。 

画像の向きはアップロード後に画面上で変更することができます。 

※ 登録する画像については、個人が特定されないように十分注意してください。 

 

  

記入例 
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 〔画像の登録の仕方〕 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ファイルを選択」をクリッ

クして、登録する画像を選択

します。 

画像が登録された状態です。 

複数の画像を登録する場合

は、「入力欄追加」をクリック

して同じ作業を行います。 

画像を登録後、ページ下の「一

時保存」をクリックすると、画

像説明欄が表示さるので、内

容を記入してください。 

画像を削除する場合は、「削

除」にチェックを入れ、ページ

下の「一時保存」をクリックす

ると削除できます。 
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  Q3-(3). 用具に関して 

・用具の作り方、設置の仕方など、その状況が分かるように記入してください。（どのような

特徴のある市販品なのか、改良や個別製作品であれば製作過程を可能な限り詳しく教えて

ください） 

 

 

〇画像のような市販品の歯ブラシを固定しておく商品は、本体を吸盤で洗面台にくっつける

ため、固定力が強く、歯磨き粉が付けやすい。 

〇ダンボールを対象者の腹囲に合わせてカットし、三層でくっつける。その際に、段ボール

の向きは互い違いにして強度をあげる。防水のために、レジャーシートをスプレー糊で接

着する。 

 

・用具の使用や設置の方法について記入してください。 

 

 

〇トイレまでの動線に赤外線センサーライトをトイレまでの位置が分かるように複数設置す

る。実際に動いてもらい意図した時にライトが付くか確認する。 

○歩行器のフレームに、自転車用のカップホルダーを設置する。そのカップホルダーの中

に、車用の蓋つき灰皿を入れる。その中に、ブドウ糖などの補糖する物を入れる。 

 

  Q3-(4). 用具の材料 

使用した既製品や作製するにあたって、必要な材料について記入してください。価格に変

動がある場合は、おおよその価格を記入してください。 

使用した材料が複数ある場合は、「項目追加」のボタンをクリックし、その情報を記入して

ください。 

 

 

《Ｑ４ 工夫したポイント》 

 工夫したポイントは、製作者の意図を知るための大切な内容です。当事者の障害状況等に

対してどのような視点で、どのような工夫を行ったのかが伝わることが必要です。 

 

 Q4-(1). 工夫したポイント 

対象者に応じた用具の選択、環境設定、使用方法やその指導などにおいて、工夫したポイ

ントを記入してください。 

 

 

〇皮膚が弱いため、柔らかい素材を用いた。 

〇使用する主介護者の妻が高齢であるため、使用方法のパンフレットも提供した。 

 

 

記入例 

記入例 

記入例 
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《Ｑ５ 利用上の留意点》 

利用上の留意点については、その用具の特性やリスクを知る上で重要な内容です。注意点

やその用具が使用できる範囲、デメリット（耐久性や価格）等が伝わる必要があります。 

 

  Q5-(1). 用具の留意点 

使用上の注意点、耐久性、衛生面といった留意点について記入してください。 

 

 

〇材料がダンボールであるので、定期的に強度の確認が必要である。 

〇食事に用いる物なので、洗っても問題のない素材を用いた。 

 

  Q5-(2). 用具の使用上の留意点 

対象者が用具を使用することで、疲労しやすいことや使い方を誤ると危険性があるなど、

留意点について記入してください。 

 

 

〇ネックピローでの頸部の保持は嚥下運動を阻害する可能性もあるため、巻き方に注意が必

要である。 

〇立位が安定していないと道具の操作時に転倒の危険性がある。 

 

  

記入例 

記入例 
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《Ｑ６ 利用者や家族・支援者の声》 

利用者や家族の声は、非常に重要な指標であり、その用具がどのように生活に活かされ、

受け止められているのかを把握するための目安となります。 

 

  Q6-(1). 生活行為の困難さの声 

支援を行う前に、対象者やその家族（支援者）が対象とした生活行為の困りごとについ

て、話していた声（内容）を記入してください。 

 

 

〇パソコンを操作したいけれど、手が動きづらいのでマウスの操作ができない。 

○（介護者）ポータブルトイレに安定して座れないので、ずっとついていないといけない。 

 

  Q6-(2). 生活行為を工夫したことの声 

用具を導入後、対象者や家族（支援者）の感想を記載ください。 

 

 

〇手元でマウスが操作できるから、パソコンがしやすくなり、取り組む時間が増えた。 

〇（介護者）ポータブルトイレに一人で座れるようになったので、楽になった。設置するの

が少し難しい。 

 

 

《Ｑ７ 表題と事例概要》 

  Q7-(1). 表題 

今回の生活行為工夫情報について、表題を記入してください。 

表題を見ることで、事例のエッセンスが分かるような内容としてください。 

 

 

〇化粧水を片手でつけることができずに困っている脳卒中の方へ、容器を変更し片手でも化

粧水をつけることができるように工夫した 

○頸髄損傷により手指でナースコールのボタンを押せない方に、手の粗大なタッチで押せる

ナースコールのボタンを作成した 

 

  Q7-(2). 表題 

今まで記入いただいた内容を踏まえて、以下の流れで今回の生活行為の概要を記入してく

ださい。 

【疾患・障害状況】 ○○の状態の人が、 

【動作・活動・参加の制限】 ○○のことで困っているので、 

【動作の方法や用具を用いた工夫】 ○○を○○のように用いる（する）ことを提案し、 

【達成度】 当事者が実践したところ、その動作ができるように（やりやすく）なった。 

  

記入例 

記入例 

記入例 
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〇脳出血により左片麻痺となった女性から日々の習慣でもある化粧水をつける際に、「片手で

蓋をあけることが難しい」「蓋の置き場所に困る」といった相談があった。そこで、化粧水

のボトルをプッシュタイプのボトルにすることで蓋の開閉に困らず、蓋をしていない状態

でボトルが倒れたとしても化粧水が漏れる心配もなくコットン等を使用せずに片手で化粧

水をつけることができた。 

○四肢不全麻痺により手が動かない状態の人が、自分の好きなタイミングでラジオを操作で

きずに困っていた。そこで、動かしやすい頭部の動きを活用し、自作スイッチと BD アダ

プターでラジオの電源操作をおこなうように提案したところ、当事者が実践し、好きなタ

イミングでラジオの電源を入れたり、切ったりできるようになった。 

 

  Q7-(3). その他 

その他、追記が必要な内容があれば記入してください。 

また、今回の工夫するにあたって、参考にした資料や登録事例（ID）もあれば記入してく

ださい。 

 

 

  

記入例 
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７．事例の活用について 

（１）閲覧方法 

生活行為工夫情報モデル事業のトップページにおいて、他の方が登録した事例を見ることが

できます。各レコードの表題（あるいはＩＤ）の文字列をクリックすると、登録事例の詳細を

確認できます。 

 

 
 

事例の詳細画面では、「いいね」ボタンと「コメント」欄を設けています。 

事例内容を閲覧した後、良いと思われるものについては、積極的に「いいね」ボタンを活用

してください。また、「コメント」欄を活用し、良かった点や質問など、積極的に情報交換を行

いましょう。 

※「いいね」を行った後の取り消しはできません。 

投稿した「コメント」の取り消しはできます。 

 
 

「ボタン」をクリック

すると、「いいね」が

カウントされる 

「コメント」ボタンをク
リックすると、ページ下
のコメント欄に移動する 

クリック 

○○県作業療法士会：○○○○ 
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閲覧した事例を「お気に入り」に登録することで、簡単にいつでも見ることができる機能を

設けています。 

関心のある事例を「お気に入り」に登録し、利用者への支援に活用していきましょう。 

 

 

ここでコメントを

記入することがで

きる 

クリック 

○○県作業療法士会：○○○○ 

○○県作業療法士会：○○○○ 

お気に入りに登録さ

れると、星マークが

黄色に変わる 

コメントを記入後に

ボタンを押すことで

内容が反映される 
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事例の一覧画面では、「お気に入り」に登録された事例は黄色の星マークで表示されます。 

また、絞込み検索ボタンの下にある「お気に入り」をクリックすると、登録された事例を一

覧で見ることができます。 

 

 

お気に入りに登録された事例一覧画面です。 

通常は「テキスト一覧」画面ですが、お気に入り一覧画面以外に、「画像」や「サマリー」を

一覧で見る機能も設けています。 

また、絞込み検索では、活動の種別や用具の種別を指定しての検索や、フリーワードでの検

索など、ニーズに合わせて詳細な検索を行うことができます。 

 

黄色の星マークは

お気に入りに登録

された事例 

ここをクリックすると、お気に

入りに登録された事例を一覧で

見ることができる 
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（２）個人での活用について 

公開事例については、利用規約に基づいて利用者への支援の参考として活用することがで

きます。 

ただし、個人的に研修会や講演会において事例を用いた発表等（本人が投稿した事例は除

きます）を行う場合は、県士会の担当者へ相談の上、承認を得ることとします。 
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８．問い合わせ窓口 

 

質問や不明な点等がありましたら、モデル事業のＨＰトップにある「生活行為工夫情報の問い合

わせ」のボタンをクリックし、表示される入力フォームからお願いします。 

入力した内容は、県士会の運営メンバーに届きます。 

 

 
 

  

○○県作業療法士会：○○○○ 
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（注 意） 

・ＨＰ上部にある「お知らせ」タブ内の「問い合わせ」や、ＨＰ下部にある「問い

合わせ」は、福祉用具相談支援システムを管理している事務局への連絡用となっ

ていますので、利用しないでください。 
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９．規約類 

 規約類については、ホームーページ上に掲載しています。 

（１）法人著作物に関する規定 

https://www.jaot.info/ot_info.php?mode=copy 

（２）福祉用具相談システム利用規約 

https://www.jaot.info/ot_info.php?mode=rule 

（３）福祉用具相談システム投稿規定 

https://www.jaot.info/ot_tool.php?mode=rule 

 

 

 


